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序

　

通
常
、
裁
判
官
の
顔
ぶ
れ
が
変
わ
る
の
は
裁
判
官
が
交
代
す
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
裁
判
官
が
変
わ
れ
ば
判
決
内
容
も
変
わ

る
可
能
性
が
あ
る
。
ゆ
え
に
、
裁
判
官
の
交
代
は
判
例
動
向
が
変
わ
る
契
機
と
も
い
え
る
。

　

も
っ
と
も
、
交
代
以
外
の
時
に
も
、
裁
判
官
の
顔
ぶ
れ
が
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
裁
判
官
の
数
自
体
を
変
え
る
場
合
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
の
よ
う
に
裁
判
官
の
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
判
決
結
果
に
影
響
す
る
場
合）

1
（

、
数
の

変
化
が
司
法
動
向
を
左
右
す
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
は
一
八
六
九
年
の
法
改
正
以
降
九
人
を
維
持

し
て
き
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
何
度
も
数
が
変
わ
っ
て
き
た
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
を
め
ぐ
っ
て
司
法
と
政
治
が
衝
突
し
た

際
に
は
、
業
を
煮
や
し
た
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（Franklin D

. Roosevelt

）
大
統
領
が
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン
を
提
示
し

て
そ
の
数
を
変
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

　

近
時
、
再
び
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
が
脚
光
を
浴
び
て
い
る）

2
（

。
ト
ラ
ン
プ
（D

onald J. T
rum

p

）
政
権
の
際
に
三
名
の
裁
判
官

の
交
代
が
あ
り）

3
（

、
司
法
の
保
守
化
が
決
定
的
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
抗
す
べ
く
、
バ
イ
デ
ン
（Joseph R. Biden, Jr.

）

政
権
は
連
邦
最
高
裁
改
革
委
員
会
を
設
置
す
る
な
ど
、
司
法
改
革
を
辞
さ
な
い
態
度
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
官
の
数
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
わ
れ
る
と
同
時

に
、
政
治
部
門
に
よ
る
介
入
を
招
く
要
因
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
司
法
と
政
治
の
み
な
ら
ず
、
法
と
政
治
を
併
せ
た
問

題
と
し
て
捉
え
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
に
着
目
し
、
そ
の
変
遷
を
概
観
し
な
が
ら
、
司
法
と
政
治
の
関
係
を

考
察
す
る
。
特
に
、
数
の
変
更
が
行
わ
れ
た
理
由
と
変
更
後
の
影
響
を
分
析
し
、
そ
こ
で
生
じ
る
憲
法
問
題
を
検
討
す
る
。
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Ⅰ　
「
司
法
と
政
治
」
の
意
味

　

本
稿
は
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
政
治
的
背
景
、
裁
判
官

の
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
バ
ラ
ン
ス
、
司
法
動
向
の
変
化
ま
た
は
個
々
の
裁
判
官
の
変
化
、
政
治
部
門
と
司
法
の
関
係
な
ど
に

フ
ォ
ー
カ
ス
し
な
が
ら
分
析
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
と
政
治
（law

 and politics

）
お
よ
び
司
法
政
治
（judicial 

politics

）
の
両
面
か
ら
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
両
者
を
区
分
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
両
者
は
不
即
不

離
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
多
く
、
む
し
ろ
両
方
の
観
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
で
司
法
と
政
治
の
関
係
を
広
く
分
析
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
本
稿
の
分
析
視
角
を
明
ら
か
に
す
る
。

1　

法
と
政
治

　

広
い
意
味
で
の
法
と
政
治
は
、「
司
法
判
断
に
お
い
て
は
法
と
政
治
が
動
態
的
に
相
互
作
用
す
る）

4
（

」
こ
と
を
研
究
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
と
政
治
が
織
り
な
す
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
相
互
作
用
に
よ
っ
て
司
法
判
断
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
分
析

す
る
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
も
し
法
と
政
治
の
関
係
を
動
態
的
か
つ
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
概
念
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

法
と
政
治
の
境
界
線
の
あ
り
方
が
ま
さ
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

5
（

」。
す
な
わ
ち
、
司
法
判
断
は
政
治
的
な
も
の
か
ら
独
立
し
て
法

的
視
点
に
よ
っ
て
の
み
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
学
的
主
張
と
、
司
法
判
断
は
政
治
的
影
響
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
と

い
う
政
治
学
的
主
張
が
対
立
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
近
年
で
は
司
法
判
断
に
は
法
と
政
治
の
両
面
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が

ら
も
両
者
を
切
り
分
け
る
べ
き
か
ど
う
か
の
議
論
が
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る）

6
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
法
と
政
治
の
分
析
は
、
両
者
の
交
錯
を
認
識
し
つ
つ
、
司
法
は
法
を
軸
に
判
断
あ
る
い
は
外
的
要
因
に
惑
わ
さ
れ

ず
に
判
断
す
べ
き
と
考
え
る
か
、
も
と
も
と
司
法
判
断
は
政
治
的
影
響
や
外
的
要
因
を
考
慮
に
含
む
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
い
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ず
れ
か
の
立
場
を
提
示
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
い
。
こ
の
と
き
、
司
法
内
部
の
分
析
に
焦
点
を
絞
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
司
法
機
関
と

政
治
機
関
と
の
関
係
を
分
析
す
る
も
の
も
あ
り
、
基
本
的
に
は
広
く
司
法
と
政
治
の
関
係
を
考
察
す
る
も
の
と
い
え
る
。

2　

司
法
政
治

　

一
方
、
司
法
政
治
の
研
究
対
象
は
法
と
政
治
の
そ
れ
よ
り
も
限
定
的
で
あ
る
。
司
法
政
治
は
、
司
法
判
断
が
裁
判
官
の
党
派
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る）

（
（

。
そ
こ
で
は
裁
判
官
行
動
を
考
察
し
、
そ
れ
が
党
派
的
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
り
実
証
し
た
り
す
る
。
も
っ
と
も
、
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
定
義
は
論
者
に
よ
っ

て
異
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
定
義
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
こ
と
も
多
く
、
任
命
権
者
の
政
党
と
の
関
係
に
着
目
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、

裁
判
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
ト
ピ
ッ
ク
と
の
関
係
に
光
を
当
て
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
、
法
に
軸
足
を
置
く
か
、
そ
れ
と
も
政
治
を
基
点
に
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。
た
と

え
ば
、
法
的
分
析
は
任
命
し
た
大
統
領
の
党
派
性
に
基
づ
い
て
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
を
い
ず
れ
か
の
党
派
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
の

に
対
し
、
政
治
的
分
析
は
裁
判
官
が
元
々
有
し
て
い
る
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
着
目
す
る
傾
向
に
あ
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
司
法
政
治
は
裁
判
官
個
人
に
照
射
し
、
そ
の
行
動
と
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
を
分
析
す
る
傾
向
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
広
い
視
点
か
ら
司
法
と
政
治
の
関
係
を
考
察
す
る
法
と
政
治
と
比
べ
れ
ば
、
司
法
政
治
は
司
法
と
政
治
の
ミ
ク
ロ
な
部

分
を
対
象
と
す
る
点
に
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
政
治
部
門
と
の
関
係
に
着
目
し
な
が
ら
裁
判
官
の
行
動
を
分
析
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
、
司
法
政
治
を
研
究
す
る
場
合
に
お
い
て
も
広
い
視
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
も
あ
る）

9
（

。

3　

司
法
と
政
治

　

一
般
論
を
述
べ
れ
ば
、
法
と
政
治
は
連
邦
最
高
裁
の
判
断
と
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
や
司
法
と
政
治
の
相
互
作
用
を
考
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察
す
る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
、
司
法
政
治
は
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
観
点
か
ら
裁
判
官
の
行
動
分
析
を
行
う
傾
向
に
あ
る
。
し

か
し
、
論
者
に
よ
っ
て
は
両
方
の
視
点
を
交
え
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
実
際
上
も
両
者
を
峻
別
す
る
こ
と
が
難
し
い

こ
と
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
司
法
判
断
と
政
治
部
門
の
関
係
を
分
析
す
る
場
合
、
単
に
司

法
と
政
治
の
関
係
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
判
断
に
は
各
裁
判
官
の
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
絡
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
り
、

裁
判
官
の
行
動
分
析
も
関
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
分
析
を
通
じ
て
規
範
論
を
提
示
す
る
場
合
で
も
、
ポ
ズ
ナ
ー
＝
ヴ
ァ
ー
ミ
ュ
ー
ル

（Eric A
. Posner and A

drian V
erm

eule

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
司
法
判
断
に
つ
い
て
司
法
外
部
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
司
法
過

程
の
内
部
を
変
え
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
も
少
な
く
な
い）

（1
（

。
そ
こ
で
は
両
者
の
分
析
が
交
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

両
者
の
区
分
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
め
ぐ
る
司
法
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
司
法
部
門
と
政
治
部
門
の
相

互
作
用
を
動
態
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
意
義
を
有
す
る
場
面
も
あ
れ
ば
、
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
バ
ラ
ン
ス
や
裁
判
官
個
人
の
行

動
が
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
場
面
も
あ
り
、
両
方
を
含
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
法
と
政
治
お
よ
び
司

法
政
治
の
両
方
の
視
点
を
含
む
形
で
、
裁
判
官
の
数
を
め
ぐ
る
司
法
と
政
治

0

0

0

0

0

の
関
係
を
考
察
す
る
。

Ⅱ　

連
邦
最
高
裁
裁
判
官
数
の
変
容

　

憲
法
は
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
に
つ
い
て
何
も
定
め
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
当
初
か
ら
連
邦
議
会
が
定
め
る
法
律
に
よ
っ
て

そ
の
数
が
決
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
数
は
、
一
八
六
九
年
に
変
更
さ
れ
て
以
来
、
一
世
紀
半
以
上
に
わ
た
っ
て
九
人
と
さ
れ
て
き
た
。

実
際
の
九
人
の
顔
ぶ
れ
は
人
種
や
性
別
な
ど
の
要
素
が
多
様
化
す
る
な
ど
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
た
が
、
数
に
つ
い
て
は
九
人

が
定
着
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
れ
以
前
の
人
数
は
必
ず
し
も
一
定
で
は
な
く
、
何
度
か
増
減
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
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人
数
変
更
の
理
由
は
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
一
つ
は
人
的
資
源
要
因
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
当
初
一
三
州
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
一

九
世
紀
の
間
に
領
土
を
大
幅
に
拡
大
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
巡
回
裁
判
所
の
数
も
増
や
す
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
連
邦
最
高
裁
の

裁
判
官
が
巡
回
裁
判
所
の
裁
判
官
も
兼
ね
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
数
を
増
や
す
必
要
が
生
じ
た
。
つ
ま
り
、
人
的
資
源
を
確
保
す

る
必
要
性
か
ら
生
じ
た
増
員
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
政
治
的
要
因
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
政
権
交
代
に
際
し
て
現
政
権
が
次
期
政
権

の
任
命
数
を
減
ら
そ
う
と
す
る
場
合
に
生
じ
る
傾
向
に
あ
り
、
部
分
的
に
司
法
と
政
治
部
門
の
対
立
が
伏
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

人
的
資
源
要
因
を
理
由
と
す
る
場
合
は
あ
る
種
の
物
理
的
要
因
な
の
で
ス
ム
ー
ズ
に
人
数
変
更
が
行
わ
れ
る
が
、
政
治
的
要
因
を

理
由
と
し
た
場
合
は
物
議
を
か
も
す
こ
と
が
多
く
、
人
数
を
変
更
で
き
た
と
し
て
も
政
権
交
代
後
に
法
改
正
が
行
わ
れ
て
再
度
人
数

が
変
更
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

1　

任
命
プ
ロ
セ
ス

　

憲
法
は
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
大
統
領
の
指
名
と
上
院
の
承
認
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
憲

法
二
条
二
節
二
項
は
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
統
領
は
…
…
連
邦
最
高
裁
裁

判
官
…
…
を
指
名
し
、
上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
、
任
命
す
る）

（（
（

」
と
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
大
統
領
が
適
任
と
思
わ
れ
る
者
を
指

名
す
る
。
大
統
領
は
指
名
に
先
立
っ
て
候
補
者
を
選
定
す
る
た
め
に
個
別
に
面
談
等
を
行
う
よ
う
で
あ
る）

（1
（

。
指
名
が
公
表
さ
れ
た
時

点
で
世
間
的
に
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
り
、
政
治
家
、
議
員
、
マ
ス
コ
ミ
等
が
指
名
者
の
情
報
を
収
集
し
た
り
コ
メ
ン
ト

し
た
り
し
始
め
る
。
そ
こ
で
重
大
な
欠
点
が
見
つ
か
っ
た
り
、
あ
ま
り
に
評
判
が
悪
か
っ
た
り
す
る
と
、
大
統
領
が
指
名
を
撤
回
す

る
こ
と
も
あ
る）

（1
（

。
そ
の
後
、
上
院
の
司
法
委
員
会
に
お
い
て
被
指
名
者
に
対
す
る
公
聴
会
が
開
か
れ
る
。
公
聴
会
で
は
、
委
員
が
被

指
名
者
に
対
し
て
、
憲
法
に
対
す
る
考
え
方
、
特
定
の
問
題
に
対
す
る
意
見
、
過
去
の
経
歴
や
行
動
な
ど
様
々
な
質
問
を
行
い
、
三

～
四
日
ほ
ど
集
中
的
に
審
議
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
委
員
会
の
採
決
を
経
て
、
上
院
本
会
議
で
議
決
を
行
い
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
ら
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れ
れ
ば
上
院
の
承
認
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

　

大
統
領
を
支
持
す
る
政
党
と
上
院
の
多
数
派
の
政
党
が
異
な
る
場
合
、
こ
の
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
党
派
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
機
能
す

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
大
統
領
が
露
骨
に
自
ら
の
見
解
に
近
い
人
物
を
指
名
し
た
場
合
に
は
上
院
が
反
対
す
る
可
能

性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
レ
ー
ガ
ン
（Ronald Reagan

）
大
統
領
が
保
守
派
の
ボ
ー
ク
（Robert Bork

）
を
指
名
し
た
際

に
上
院
の
賛
成
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
り
、
野
党
側
の
賛
同
も
得
ら
れ
る
よ
う
な
人
物
を
指
名
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
仮
に
野
党
側
が
上
院
に
お
い
て
多
数
派
を
形
成
で
き
て
い
な
く
て
も
、
二
〇
一
七
年
ま
で
は
上
院
一
〇
〇
議
席
の
う
ち
四
一

議
席
以
上
あ
れ
ば
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
に
よ
っ
て
審
議
を
事
実
上
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
た
。
上
院
に
お
い
て
三
分
の

二
（
六
〇
議
席
）
を
確
保
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
は
政
党
間
の
妥
協
に
よ

り
党
派
的
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
政
治
的
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
統
領
と
上
院
の
政

治
的
駆
け
引
き
に
よ
っ
て
党
派
的
偏
向
性
が
軽
減
さ
れ
る
と
し
て
も
、
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
は
一
定
の
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基

づ
い
て
行
動
す
る
可
能
性
が
払
拭
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
政
治
的
妥
協
の
結
果
に
沿
っ
て
判
断
す
る
こ
と
が
政
治
部

門
か
ら
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
各
裁
判
官
の
投
票
行
動
は
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
違
い
に
基
づ
い
て
分
か
れ
る

こ
と
が
多
く
、
政
治
部
門
は
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
い
か
に
自
党
に
有
利
な
状
況
を
創
出
す
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
同
じ
党
派
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
有
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
の
多
数
派
を
い
か
に
形
成
す
る
か
に
関
心
を
寄
せ
る
傾
向
が
あ
る
。

　

連
邦
最
高
裁
は
時
に
政
治
部
門
の
重
要
な
政
策
を
覆
す
こ
と
も
あ
り
、
司
法
と
政
治
が
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
期
は
終
身
制
で
あ
る
た
め
、
裁
判
官
の
交
代
に
よ
っ
て
判
例
動
向
を
変
え
る
に
は
か
な
り
の
時
間
を

要
す
る
。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
裁
判
官
の
数
で
あ
る
。
裁
判
官
の
数
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
変
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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先
述
し
た
よ
う
に
、
憲
法
は
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
に
つ
い
て
は
特
段
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で

連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
は
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
き
た
。
以
下
、
そ
の
変
遷
を
考
察
す
る
。

2　

裁
判
官
数
の
変
遷

（
1
）
一
七
八
九
年
裁
判
所
法

　

最
初
に
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
決
め
た
の
は
一
七
八
九
年
裁
判
所
法
（T

he Judiciary A
ct of 1（（9

）
（1
（

）
で
あ
っ
た
。
一
七
八

九
年
五
月
四
日
に
憲
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
連
邦
議
会
は
連
邦
の
司
法
制
度
を
形
成
す
る
た
め
の
立
法
作
業
に
と
り
か

か
っ
た
。
上
院
の
司
法
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
原
案
を
作
成
し
、
と
り
わ
け
後
に
第
三
代
連
邦
最
高
裁
長
官
と
な
る
エ
ル
ス
ワ
ー

ス
（O

liver Ellsw
orth

）
上
院
議
員
が
各
意
見
を
と
り
ま
と
め
た）

（1
（

。
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
は
巡
回
裁
判
所
の
裁
判
官
を
兼
ね
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
意
図
は
費
用
の
節
約
と
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
影
響
力
を
広
げ
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る）

（1
（

。
連
邦
司
法
の

役
割
や
管
轄
権
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
た
も
の
の）

（1
（

、
妥
協
を
経
て
連
邦
裁
判
所
設
立
法
（A

n A
ct to Establish the Judicial 

Courts of the U
nited States

）
と
題
す
る
法
が
可
決
さ
れ
、
同
年
九
月
二
四
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
（George W

ashington

）
大
統
領

が
同
法
に
署
名
し
て
一
七
八
九
年
裁
判
所
法
が
成
立
し
た
。
同
法
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
に
つ
い
て
は
長
官
一
人
と
陪
席
裁

判
官
五
人
の
計
六
人
で
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

（1
（

。

（
2
）
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法

　

そ
の
後
、
一
八
〇
三
年
のM

arbury v. M
adison

連
邦
最
高
裁
判
決）

（1
（

が
連
邦
最
高
裁
の
第
一
審
管
轄
権
を
定
め
た
一
七
八
九
年

裁
判
所
法
一
三
条
を
違
憲
に
す
る
ま
で
裁
判
所
法
に
は
動
き
が
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
直
前
に
政
治
的
対
立
を
背
景
と
し
た

裁
判
官
数
の
変
更
が
あ
っ
た
。
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フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
党
は
ワ
シ
ン
ト
ン
政
権
に
続
き
、
ア
ダ
ム
ズ
（John A

dam
s

）
政
権
に
お
い
て
も
与
党
と
な
り
、
連
邦
議
会

で
も
多
数
派
を
形
成
す
る
が
、
一
八
〇
〇
年
の
選
挙
で
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
党
の
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
（T

hom
as Jefferson

）
が
圧
勝
し
、

大
統
領
お
よ
び
連
邦
議
会
の
多
数
派
が
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
は
レ
イ
ム
ダ
ッ
ク
期
を
利
用
し
て
残
っ
た
司
法

を
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
党
の
牙
城
と
す
べ
く
連
邦
の
下
級
裁
判
所
に
多
く
の
裁
判
官
を
送
り
込
も
う
と
し
た
。
他
面
、
連
邦
最
高
裁
に

つ
い
て
は
、
次
期
政
権
が
新
た
に
任
命
で
き
る
裁
判
官
の
数
を
減
ら
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
、
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
（Judiciary 

A
ct of 1（01

）
11
（

）
を
制
定
し
た
。

　

同
法
は
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
一
名
減
ら
し
て
計
五
人
と
す
る
一
方
で
、
巡
回
裁
判
所
の
裁
判
官
の
数
を
大
幅
に
増
や
し
た
。

ま
た
、
ア
ダ
ム
ズ
大
統
領
は
退
任
前
に
多
く
の
下
級
裁
判
所
裁
判
官
を
任
命
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
法
の
狙
い
が
あ
ま
り
に
露
骨
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
政
権
が
始
ま
る
と
、
マ
ー
ベ
リ
ー

（W
illiam

 M
arbury

）
の
よ
う
に
職
務
任
命
状
の
交
付
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
そ
れ
を
交
付
せ
ず
、
ま
た
リ
パ
ブ
リ
カ

ン
党
が
多
数
派
を
占
め
る
連
邦
議
会
は
同
法
の
改
正
に
と
り
か
か
っ
た
。
一
八
〇
二
年
に
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
の
撤
回
案
が
提
案

さ
れ
る
と
、
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
党
側
は
連
邦
司
法
拡
大
の
必
要
性
を
唱
え
て
反
対
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
連
邦
議
会
が
下
級
審
の
裁

判
官
の
職
を
奪
う
こ
と
の
是
非
が
司
法
権
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
た）

1（
（

。
リ
パ
ブ
リ
カ
ン
党
側
は
憲
法
三
条
一
節
が
下
級
審
の
内
容

を
立
法
事
項
に
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
も
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
党
側
は
同
条
項
が
罪
過
の
な
い

限
り
職
を
保
持
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
裁
判
官
職
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
論
し
た
。
最
終
的
に
は
リ
パ
ブ
リ
カ
ン

党
側
が
数
で
押
し
切
る
形
で
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
撤
回
法
（
以
下
、「
撤
回
法
」
ま
た
は
「
一
八
〇
二
年
法
」
と
い
う）

11
（

）
を
制
定
し
た
。

　

連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
に
つ
い
て
は
、
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
撤
回
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
在
職

裁
判
官
を
一
人
削
減
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
撤
回
法
に
よ
っ
て
元
の
六
人
に
戻
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
実
際
上
の
変
化
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
は
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
の
変
更
を
試
み
た
が
、
一
年
で
撤
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回
さ
れ
て
し
ま
い
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
点
が
こ
こ
で
は
重
要
で
あ
る
。

（
3
）
一
八
〇
七
年
第
七
巡
回
法

　

一
八
〇
三
年
に
オ
ハ
イ
オ
が
州
に
昇
格
す
る
と
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
や
テ
ネ
シ
ー
州
な
ど
の
地
域
と
あ
わ
せ
て
新
た
に
第
七
巡
回

裁
判
所
を
創
設
す
る
必
要
性
が
生
じ
、
連
邦
議
会
は
一
八
〇
七
年
第
七
巡
回
法
（Seventh Circuit A

ct of 1（0（

）
11
（

）
を
制
定
し
た）

11
（

。

そ
の
際
、
そ
れ
を
兼
ね
る
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
、
新
た
な
巡
回
裁
判
所
の
創
設
に
連
動
す
る
形
で
連
邦
最
高

裁
裁
判
官
も
一
人
増
員
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
計
七
名
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
人
的
資
源
要
因
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の

数
が
変
更
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　

当
時
の
マ
ー
シ
ャ
ル
コ
ー
ト
はM

arbury

判
決
に
よ
っ
て
司
法
審
査
権
を
確
立
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
連
邦
政
府
の
権
限
を

違
憲
と
判
断
す
る
の
を
控
え
て
い
た
。
他
面
、
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
大
統
領
が
新
た
に
任
命
で
き
る
人
数
が
一
人
増
え
た
も
の
の
フ
ェ

デ
ラ
リ
ス
ト
よ
り
の
マ
ー
シ
ャ
ル
コ
ー
ト
の
多
数
派
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
政
治
的
要
因
は
ほ
と
ん
ど
絡
ん

で
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
以
降
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
は
奇
数
が
多
く
な
っ
て
い
く
。
短
期
間
だ
け
偶
数
に
な
る
時
期
も
登
場
す
る
が
、

ほ
と
ん
ど
は
奇
数
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
偶
数
の
場
合
は
結
論
を
め
ぐ
っ
て
裁
判
官
が
半
分
に
分
か
れ
た
と
き
に
法
廷
意
見

を
形
成
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が）

11
（

、
奇
数
の
場
合
は
い
ず
れ
か
が
多
数
に
な
り
や
す
い
の
で
、
法
廷
意
見
を
形
成
し
や
す
く
な
る

か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

そ
の
後
、
準
州
の
州
へ
の
昇
格
ラ
ッ
シ
ュ
が
続
く
に
つ
れ
て
巡
回
裁
判
所
も
さ
ら
に
増
や
す
必
要
性
が
生
じ
て
い
く
が
、
奴
隷
を

め
ぐ
っ
て
南
北
に
亀
裂
が
生
じ
始
め
た
こ
と
も
あ
り
、
領
域
に
関
す
る
事
柄
が
複
雑
化
し
、
た
だ
ち
に
法
改
正
は
行
わ
れ
な
か
っ
た）

11
（

。
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（
4
）
一
八
三
七
年
第
八
・
第
九
巡
回
法

　

も
っ
と
も
、
中
西
部
や
南
部
を
中
心
に
多
く
の
州
が
成
立
す
る
と）

11
（

、
物
理
的
に
巡
回
裁
判
所
を
増
や
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
一
八
三
七
年
第
八
・
第
九
巡
回
法
（Eighth and N

inth Circuits A
ct of 1（3（

）
11
（

）
が
制
定
さ
れ
、
巡
回
裁
判
所
が
九
に
増
え

る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
第
八
巡
回
と
第
九
巡
回
は
南
部
を
中
心
と
し
た
州
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
奴
隷
州
を
抱
え
る
巡
回

裁
判
所
が
増
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
巡
回
裁
判
所
を
担
当
す
る
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
も
増
や
す
こ
と
に
な
り
、
二
名
増
員

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
は
九
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
八
〇
七
年
第
七
巡
回
法
と
同
様
、
こ
の
法
改
正
も
基
本
的
に
は
人
的
資
源
要
因
に
基
づ
く
変
更
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
た

だ
し
、
奴
隷
問
題
を
抱
え
る
当
時
の
政
治
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
そ
こ
に
は
政
治
的
要
因
が
微
妙
に
絡
ん
で
い
る
。

　

こ
の
時
期
の
連
邦
最
高
裁
は
、
一
八
三
五
年
に
マ
ー
シ
ャ
ル
（John M

arshall

）
長
官
が
亡
く
な
っ
て
ト
ー
ニ
ー
コ
ー
ト
が
発
足

す
る
な
ど
変
動
期
に
あ
っ
た
。
ト
ー
ニ
ー
（Roger B. T

aney

）
を
任
命
し
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
（A

ndrew
 Jackson

）
大
統
領
は
、
州

権
主
義
を
重
視
し
、
奴
隷
廃
止
の
立
場
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
南
部
の
州
の
自
治
に
対
し
て
肯
定
的
で
あ
っ
た
。
ジ
ャ
ク
ソ

ン
大
統
領
の
民
主
党
を
支
持
し
て
い
た
ト
ー
ニ
ー
は
同
じ
よ
う
な
見
解
を
持
ち
、
後
にD

red Scott v. Sandford

連
邦
最
高
裁
判

決
）
11
（

で
奴
隷
制
の
維
持
を
認
め
る
判
断
を
下
し
た
。
そ
し
て
本
法
に
よ
っ
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
連
邦
最
高
裁
の
椅
子
に
任
命
さ
れ
た

カ
ト
ロ
ン
（John Catron

）
裁
判
官
と
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
（John M

cK
inley

）
裁
判
官
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
カ
ト
ロ
ン
裁
判
官
は

奴
隷
制
支
持
の
立
場
で
あ
り
、
奴
隷
州
に
お
け
る
巡
回
裁
判
所
の
増
加
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
奴
隷
州
に
有
利
な
法
改
正
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
同
法
は
南
部
の
州
に
配
慮
し
た
側
面
が
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
同
法
に

よ
る
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
数
の
増
加
は
特
定
の
判
決
を
倒
伏
し
よ
う
と
し
た
り
、
判
例
動
向
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と

を
狙
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
基
本
的
に
は
人
的
資
源
要
因
に
基
づ
く
法
改
正
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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（
5
）
一
八
六
三
年
第
一
〇
巡
回
法

　

一
八
五
七
年
にD

red Scott

判
決
が
奴
隷
制
維
持
を
認
め
た
後
、
一
八
六
一
年
か
ら
南
北
戦
争
が
始
ま
り
、
奴
隷
問
題
を
め

ぐ
っ
て
南
北
が
分
断
さ
れ
た
。
そ
の
間
も
多
く
の
準
州
が
州
に
昇
格
し
、
さ
ら
に
一
八
五
〇
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
メ
キ
シ
コ
か

ら
割
取
す
る
な
ど
、
西
に
向
け
て
州
が
拡
大
し
た
。
そ
の
た
め
、
あ
ら
た
め
て
巡
回
裁
判
所
を
増
や
す
必
要
性
が
生
じ
た
。

　

そ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
の
が
一
八
六
三
年
第
一
〇
巡
回
法
（T

enth Circuit A
ct of 1（63

）
1（
（

）
で
あ
る
。
巡
回
裁
判
所
の
追
加
に
伴

い
、
兼
職
す
る
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
も
一
人
増
え
、
計
一
〇
名
と
な
っ
た
。
後
に
も
先
に
も
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
人
数
が
二

桁
台
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
期
だ
け
で
あ
る
。
南
北
戦
争
中
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
戦
争
終
了
後
に
設
置
す
る
と
い
う
選
択
肢
も

あ
っ
た
が
、
新
た
に
巡
回
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
で
連
邦
の
管
轄
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
一
八
六
三
年
の
奴
隷
解
放
宣

言
と
の
相
乗
効
果
を
狙
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
何
人
か
の
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
が
南
部
に
同
情
的
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
北
部
よ
り
の
人
物
を
送
り
込
む
必
要
が
あ
っ
た
と
も
指
摘
さ
れ
る）

11
（

。
こ
の
時
点
で
後
日
の
再
建
期
に
お
け
る
政
治

的
対
立
を
ど
こ
ま
で
想
定
し
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
再
建
期
に
お
い
て
は
南
部
諸
州
の
取
り
扱
い
や
ド
ル
紙
幣
を
め
ぐ

る
争
い
が
連
邦
最
高
裁
に
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
北
部
側
が
あ
ら
か
じ
め
楔
を
打
っ
て
お
い
た
よ
う
に

も
思
え
る
。

　

と
は
い
え
、
巡
回
裁
判
所
の
増
設
に
合
わ
せ
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
増
や
し
た
と
い
う
点
で
は
こ
れ
も
人
的
資
源
要
因
に

基
づ
く
変
更
と
い
え
る
。
明
確
な
政
治
的
意
図
に
よ
っ
て
数
が
変
更
さ
れ
る
の
は
次
の
法
改
正
で
あ
っ
た
。

（
6
）
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法

　

南
北
戦
争
が
終
わ
る
と
、
時
代
は
再
建
期
に
入
る
が
、
共
和
党
急
進
派
は
南
部
諸
州
に
対
す
る
強
硬
姿
勢
を
弱
め
な
か
っ
た
。
一

方
、
リ
ン
カ
ー
ン
（A

braham
 Lincoln

）
大
統
領
暗
殺
後
に
大
統
領
に
就
任
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（A

ndrew
 Johnson

）
大
統
領
は
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南
部
に
対
す
る
穏
健
策
を
と
る
こ
と
で
合
衆
国
を
維
持
す
る
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
た
の
で
、
連
邦
議
会
の
共
和
党
と
し
ば
し
ば
衝
突
す

る
こ
と
と
な
っ
た）

11
（

。

　

ま
た
、
連
邦
議
会
は
連
邦
最
高
裁
に
対
し
て
も
強
硬
策
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
懐
疑
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
南
北
戦
争
中
の
軍
事
委
員
会
に
よ
る
裁
判
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
っ
たEx parte M

illigan

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
裁

判
所
が
開
か
れ
て
い
る
中
で
軍
人
で
は
な
い
者
を
軍
事
委
員
会
で
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
お
り
、
連
邦
議
会
の
共
和
党
急
進

派
か
ら
す
れ
ば
、
北
部
の
強
硬
策
に
つ
い
て
も
そ
れ
を
妨
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
一
八
六
六
年
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
は
カ
ト
ロ
ン
連
邦
最
高
裁
判
官
の
後
任
に
ス
タ
ン
ベ
リ
ー
（H

enry 

Stanbery

）
を
指
名
し
た
が
、
連
邦
議
会
は
、
ス
タ
ン
ベ
リ
ー
の
指
名
も
含
め
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
意
向
が
連
邦
最
高
裁
に
影

響
を
与
え
る
こ
と
を
防
ぎ
、
連
邦
最
高
裁
が
北
部
の
強
硬
策
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
連
邦
最
高
裁
の
数
を
減
ら
す
法
律

を
制
定
し
た）

11
（

。
そ
れ
が
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
（Judicial Circuits A

ct of 1（66

）
11
（

）
で
あ
る
。

　

同
法
は
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
一
〇
人
か
ら
七
人
に
減
ら
し）

11
（

、
さ
ら
に
巡
回
裁
判
所
も
一
つ
減
ら
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ

れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
人
数
と
巡
回
裁
判
所
の
数
は
比
例
し
て
い
た
が
、
本
改
正
に
よ
り
、
必
ず
し
も
そ
れ
ぞ
れ
の
数
は
一

致
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た）

11
（

。

　

こ
れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
増
や
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
減
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
は
減
ら
す

試
み
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
の
撤
回
法
に
よ
っ
て
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
法
は
初
め
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
減
ら

す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
法
は
、
大
統
領
の
裁
判
官
任
命
の
機
会
を
減
ら
す
と
い
う
政
治
的
要
因
に
基
づ
き
、
裁
判
官
の
数
を
変
更
し
た
と
い
え
る
。
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（
7
）
一
八
六
九
年
裁
判
所
法

　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
が
ス
タ
ン
ト
ン
（Edw

in M
cM

asters Stanton

）
陸
軍
長
官
を
罷
免
し
た
と
き
、
連
邦
議
会
の
共
和
党
急

進
派
と
の
緊
張
が
高
ま
り
、
一
八
六
八
年
に
下
院
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
対
し
て
弾
劾
の
訴
追
を
行
っ
た
。
上
院
の
弾
劾
裁
判
で

は
僅
差
で
弾
劾
を
免
れ
た
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
と
連
邦
議
会
の
対
立
は
深
ま
る
一
方
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大

統
領
は
一
八
六
九
年
三
月
に
退
任
予
定
で
あ
っ
た
た
め
、
連
邦
議
会
は
早
く
も
次
の
政
権
を
睨
ん
だ
動
き
を
始
め
た
。
新
た
に
共
和

党
の
グ
ラ
ン
ト
（U

lysses S. Grant

）
が
大
統
領
に
就
任
す
る
と
、
連
邦
議
会
は
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
数
を
増
や
し
、
連
邦
最

高
裁
を
共
和
党
寄
り
に
し
よ
う
と
画
策
し
た
。
そ
こ
で
連
邦
議
会
は
一
八
六
九
年
四
月
に
一
八
六
九
年
裁
判
所
法
（Judiciary A

ct 

of 1（69

）
11
（

）
を
制
定
し
て
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
二
人
増
や
し
、
定
員
が
九
人
と
な
っ
た
。

　

一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
に
よ
る
減
員
の
移
行
段
階
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
現
職
数
は
一
八
六
九
年

の
時
点
で
八
人
だ
っ
た
た
め
、
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
は
同
年
一
二
月
に
ス
タ
ン
ト
ン
を
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
に
指
名
し
た
。
た
だ
し
、

ス
タ
ン
ト
ン
は
上
院
の
承
認
後
四
日
後
に
死
亡
し
て
し
ま
っ
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、
新
た
な
裁
判
官
の
任
命
は
翌
年
に
持
ち
越
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
当
時
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
南
北
戦
争
時
に
政
府
が
発
行
し
た
紙
幣
（
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
）
の
合
憲
性

で
あ
っ
た
。
憲
法
は
金
銭
借
用
権
や
貨
幣
鋳
造
権
な
ど
を
連
邦
議
会
に
付
与
し
、
連
邦
議
会
は
そ
れ
ら
の
権
限
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
か
つ
適
切
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
紙
幣
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
定
か

で
は
な
か
っ
た）

1（
（

。
政
府
は
南
北
戦
争
後
も
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
を
そ
の
ま
ま
法
貨
と
し
て
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
合
憲
性
が

裁
判
で
争
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
チ
ェ
イ
ス
（Salm

on P. Chase

）
連
邦
最
高
裁
長
官
は
自
身
の
財
務
長
官
時
代
に

そ
れ
を
発
行
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
と
も
と
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
の
発
行
に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
連
邦
最
高

裁
が
違
憲
判
断
を
下
す
可
能
性
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
財
政
上
の
大
混
乱
が
起
き
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
政
府
は
連
邦

最
高
裁
の
判
断
を
様
子
見
し
な
が
ら
裁
判
官
人
事
を
う
か
が
っ
て
い
た
。
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こ
う
し
た
状
況
下
で
判
断
さ
れ
た
の
がH

epburn v. Grisw
old

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

で
あ
っ
た
。
連
邦
最
高
裁
は
五
対
三
で
グ

リ
ー
ン
バ
ッ
ク
を
違
憲
と
し
た
た
め
、
そ
れ
も
政
治
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
は
増
え
た
裁
判
官
席
に
グ

リ
ー
ン
バ
ッ
ク
合
憲
派
の
裁
判
官
を
入
れ
る
こ
と
でH

epburn

判
決
を
覆
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
グ
ラ
ン
ト
大
統
領
は
、

H
epburn

判
決
同
日
（
一
八
七
〇
年
二
月
七
日
）、
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
（Joseph P. Bradley

）
を
裁
判
官
に
指
名
し
、
グ
リ
ア
（Robert 

C. Grier

）
裁
判
官
の
後
任
に
ス
ト
ロ
ン
グ
（W

illiam
 Strong

）
を
指
名
し
た
。
そ
の
結
果
、
合
憲
派
が
五
人
、
違
憲
派
が
四
人
と

な
り
、
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
が
合
憲
に
な
る
可
能
性
が
出
て
き
た
。
実
際
、
翌
年
のLegal T

ender Cases

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
五

対
四
で
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
を
合
憲
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
と
一
八
六
九
年
裁
判
所
法
は
政
治
的
意
図
に
基
づ
く
連
続
し
た
改
正
と
み
る
こ
と
が

で
き
、
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
数
を
変
更
し
、
政
策
実
現
を
成
功
さ
せ
た
唯
一
の
例
と
い
え
る
。
再
建
期
に
お
け
る
コ
ー

ト
パ
ッ
キ
ン
グ
が
成
功
し
た
も
の
な
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
再
建
期
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
8
）
人
的
資
源
要
因
と
政
治
的
要
因

　

以
上
の
事
例
を
み
る
と
、
そ
れ
ら
は
人
的
資
源
要
因
か
政
治
的
要
因
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
一

八
〇
七
年
第
七
巡
回
法
、
一
八
三
七
年
第
八
・
第
九
巡
回
法
、
一
八
六
三
年
第
一
〇
巡
回
法
は
人
的
資
源
要
因
に
基
づ
き
、
一
八
〇

一
年
裁
判
所
法
お
よ
び
一
八
〇
二
年
法
と
、
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
お
よ
び
一
八
六
九
年
裁
判
所
法
は
政
治
的
要
因
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
に
は
、
一
八
三
七
年
第
八
・
第
九
巡
回
法
の
よ
う
に
両
者
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
な
ケ
ー
ス

も
あ
る
が
、
主
要
因
を
中
心
に
い
ず
れ
か
に
当
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
整
理
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
と
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
は
最
も
政
治
的
色
彩
が
濃
い
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
、

大
統
領
に
で
き
る
だ
け
新
た
な
裁
判
官
を
任
命
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
数
を
減
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
改
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正
の
狙
い
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
官
数
の
減
少
は
大
統
領
の
任
命
権
の
抑
制
と
い
う
側
面
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
司
法
権
に

対
す
る
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
数
の
減
少
に
よ
っ
て
判
断
内
容
に
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
数
の

減
少
が
た
だ
ち
に
司
法
動
向
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、
憲
法
上
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
は
弾
劾
ま
た
は
罪

過
が
な
け
れ
ば
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
人
数
を
減
ら
す
場
合
で
も
現
役
裁
判
官
を
失
職
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
の
よ
う
に
、
後
任
を
補
充
し
な
い
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に

な
り
、
す
ぐ
に
司
法
動
向
を
変
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
。

　

一
方
、
政
治
的
要
因
に
よ
っ
て
裁
判
官
の
数
を
増
や
す
場
合
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
司
法
動
向
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

一
八
六
九
年
裁
判
所
法
に
基
づ
く
裁
判
官
数
の
増
加
に
よ
っ
て
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
が
合
憲
に
な
っ
た
よ
う
に
、
数
の
増
加
は
司
法
動

向
に
影
響
を
与
え
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
お
い
て
も
大
統
領
の
任
命
権
に
関
係
す
る
も
の
の
、
数
の
減
少
と
異
な
り
、
増

や
す
分
に
は
大
統
領
の
任
命
権
を
制
約
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
司
法
権
と
の
関
係
が
主
な
問
題
と
な
っ

て
く
る
。

　

な
お
、
南
北
戦
争
後
、
修
正
一
四
条
な
ど
新
た
な
権
利
の
創
出
、
産
業
の
発
達
、
交
通
手
段
の
発
達
、
労
働
立
法
の
展
開
な
ど
に

よ
り
、
訴
訟
件
数
が
増
加
し
て
連
邦
最
高
裁
の
業
務
が
激
増
し
た
た
め
、
連
邦
議
会
は
一
八
九
一
年
に
巡
回
区
控
訴
0

0

裁
判
所
を
設
立

す
る
法
律）

11
（

を
制
定
し
た）

11
（

。
エ
バ
ー
ツ
法）

11
（

と
呼
ば
れ
る
こ
の
法
律
は
、
連
邦
地
裁
の
判
断
に
対
す
る
控
訴
を
受
け
付
け
る
裁
判
所
と
し

て
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
を
設
け
る
と
同
時
に
連
邦
最
高
裁
に
お
け
る
裁
量
上
訴
制
度
を
部
分
的
に
試
み
る
も
の
で
あ
り）

11
（

、
巡
回
区
控

訴
裁
判
所
が
連
邦
地
裁
の
判
断
を
あ
ら
た
め
て
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
最
高
裁
の
業
務
を
減
ら
そ
う
と
し
た
。
裁
量
上
訴
に

つ
い
て
は
一
九
二
五
年
裁
判
所
法）

11
（

が
裁
量
上
訴
制
度
の
対
象
を
拡
大
し
た）

11
（

。
こ
う
し
て
現
在
の
よ
う
に
、
連
邦
地
裁
、
連
邦
高
裁
、

連
邦
最
高
裁
の
順
で
上
訴
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
り
、
ま
た
連
邦
最
高
裁
が
取
り
上
げ
る
事
件
に
つ
い
て
は
裁
量
上
訴
が
大
き
な
ウ
ェ

イ
ト
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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あ
わ
せ
て
、
一
九
一
一
年
の
法
律
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
巡
回
裁
判
官
の
兼
職
も
廃
止
さ
れ
た）

11
（

。
そ
の
た
め
、
そ
の
後

は
巡
回
区
の
増
加
に
合
わ
せ
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
増
や
す
必
要
が
な
く
な
り
、
一
八
六
九
年
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
連
邦

最
高
裁
の
数
は
変
化
せ
ず
、
九
人
の
ま
ま
で
あ
る）

1（
（

。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
間
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
変
え
よ
う
と
す
る
試
み
自
体
は
存
在
し
た
。
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
に
お
け
る

コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
る
。
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
法
改
正
に
お
け
る
成
功
例
と
失
敗
例
と
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
に
法
改
正
に
は
至
ら
な
か
っ
た
事
例
も
検
討
対
象
に
入
っ
て
く
る
。

Ⅲ　

コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
試
み

1　

唯
一
の
成
功
例

　

一
八
〇
一
年
裁
判
所
法
お
よ
び
一
八
〇
二
年
法
、
一
八
六
六
年
巡
回
裁
判
所
法
お
よ
び
一
八
六
九
年
裁
判
所
法
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
ッ

ト
で
政
治
的
要
因
に
基
づ
く
法
改
正
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
当
初
の
政
治
的
意
図
が
成
功
し
た
の
は
後
者
の
再
建
期
コ
ー
ト

パ
ッ
キ
ン
グ
の
み
で
あ
る
。

　

先
に
み
た
よ
う
に
、
こ
の
再
建
期
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
で
は
連
邦
議
会
の
共
和
党
急
進
派
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
に
よ
る
連
邦
最

高
裁
裁
判
官
任
命
を
防
ぐ
た
め
に
数
を
減
ら
し
、
退
任
後
に
数
を
増
や
す
と
い
う
露
骨
な
方
法
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
数
を
増
や
す
こ

と
で
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
の
合
憲
判
断
を
獲
得
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
の
で
、
そ
れ
は
政
策
転
換
の
側
面
も
有
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
は
数
の
減
少
に
よ
っ
て
大
統
領
の
任
命
権
を
制
約
す
る
と
い
う
点
で
執
行
権
と
の
関
係
が
、
そ

し
て
数
の
増
加
に
よ
っ
て
司
法
権
に
介
入
す
る
と
い
う
点
で
司
法
権
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
の
設
定

自
体
は
連
邦
議
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
狙
い
が
あ
か
ら
さ
ま
に
他
権
に
対
す
る
制
約
や
介
入
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に
な
る
場
合
は
権
力
分
立
上
の
問
題
を
惹
起
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
た
め
の
法
改
正
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
巡
回
裁
判

所
の
兼
職
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
結
果
、
人
的
資
源
を
確
保
す
る
た
め
に
数
を
増
や
す
必
要
が
な
く
な
り
、
九
人
と
い
う
数
で
安
定
し

た
と
同
時
に
、
人
的
資
源
理
由
が
な
い
中
で
数
の
増
減
を
行
う
こ
と
は
政
治
的
理
由
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
憲
法
上
の
問
題

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
が
試
み
ら
れ
た
事
例
は
存
在
す
る
。
そ
れ
が
有
名
な
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
の
コ
ー
ト

パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン
で
あ
る）

11
（

。

2　

ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ

　

一
九
三
三
年
、
世
界
恐
慌
の
中
で
大
統
領
に
就
任
し
た
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
を
掲
げ
、
銀

行
の
安
定
、
公
共
事
業
の
展
開
、
適
正
な
労
働
条
件
、
雇
用
確
保
や
生
産
調
整
な
ど
を
実
施
し
、
政
府
が
市
場
経
済
に
積
極
的
に
関

与
す
る
ス
タ
ン
ス
に
転
換
し
た
。
し
か
し
、
当
時
、
連
邦
最
高
裁
で
は
ロ
ッ
ク
ナ
ー
期
が
続
い
て
お
り
、
経
済
的
自
由
を
重
視
す
る

ス
タ
ン
ス
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
三
五
年
に
は
全
国
産
業
復
興
法
（N

IRA

）
が
違
憲
と
さ
れ）

11
（

、
一
九
三
六
年
に
は

農
業
調
整
法
（A

A
A

）
も
違
憲
と
さ
れ
る
な
ど）

11
（

、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
の
重
要
な
部
分
が
司
法
に
よ
っ
て
止
め
ら
れ
て
し
ま
う

事
態
に
陥
っ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
主
と
し
て
保
守
派
の
裁
判
官
が
違
憲
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
た
め
、
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
大
統
領
は
裁
判
所
の
連
邦
最
高
裁
の
人
数
を
変
更
す
る
こ
と
で
司
法
判
断
を
変
え
よ
う
と
考
え
た
。

　

と
は
い
え
、
人
数
を
増
や
す
た
め
に
は
相
応
の
理
由
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
目
を
付
け
た
の
が
裁
判
官
の
年
齢
だ
っ
た
。
当
時
、

リ
ベ
ラ
ル
派
は
、
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
（Louis D

. Brandeis

）（
八
一
）、
ス
ト
ー
ン
（H

arlan F. Stone

）（
六
五
）、
カ
ー
ド
ー
ゾ

（Benjam
in N

. Cardozo

）（
六
七
）、
ヒ
ュ
ー
ズ
（Charles E. H

ughes

）（
七
五
）
で
、
保
守
派
は
マ
ク
レ
イ
ノ
ル
ズ
（Jam

es C. 
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M
cReynolds

）（
七
五
）、
サ
ザ
ラ
ン
ド
（George A

. Sutherland

）（
七
五
）、
Ｏ
・
ロ
バ
ー
ツ
（O

w
en J. Roberts

）（
六
二
）、
バ
ト

ラ
ー
（Pierce Butler

）（
七
一
）、
デ
ヴ
ァ
ン
タ
ー
（W

illis V
an D

evanter

）（
七
八
）
で
あ
り
、
保
守
派
は
一
人
を
除
き
七
〇
歳
を

超
え
て
い
た
。
Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
、
司
法
に
新
し
い
考
え
方
を
持
ち
込
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
大
義
名
分
と
し
て

掲
げ
、
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
の
裁
判
官
の
数
だ
け
人
数
を
増
や
す
提
案
を
行
っ
た
。
こ
の
時
点
で
六
人
の
裁
判
官
が
該
当
し
、
そ
の

う
ち
四
人
が
保
守
派
で
あ
る
た
め
、
新
た
に
六
人
分
の
リ
ベ
ラ
ル
派
の
裁
判
官
が
入
れ
れ
ば
、
一
五
人
中
一
〇
人
を
リ
ベ
ラ
ル
派
で

占
め
る
こ
と
が
で
き
、
多
数
派
を
形
成
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

Ｆ
・
Ｄ
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
一
九
三
六
年
の
大
統
領
選
挙
で
圧
勝
し
た
の
を
背
景
に
、
一
九
三
七
年
に
い
わ
ゆ
る
コ
ー
ト

パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン
（T

he Judicial Procedures Reform
 Bill of 193（

）
を
下
院
お
よ
び
上
院
に
提
出
し
た）

11
（

。
だ
が
、
司
法
権
に

対
す
る
不
当
な
介
入
で
あ
る
と
し
て
批
判
も
根
強
く
、
物
議
を
か
も
し
た
。
そ
う
し
た
中
、
Ｏ
・
ロ
バ
ー
ツ
裁
判
官
が
態
度
を
変
え

た
こ
と
に
よ
り
、W

est Coast H
otel Co. v. Parrish

連
邦
最
高
裁
判
決）

11
（

は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
に
類
似
の
州
の
最
低
賃
金
法

を
合
憲
と
し
た
。
そ
の
後
、
保
守
派
の
裁
判
官
の
辞
任
が
続
き
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
を
実
施
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン
は
法
律
と
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
統
領
選
挙
で
圧
勝
し
た
こ
と
を
背
景
に
こ
れ
を
出

し
た
こ
と
で
、
司
法
が
民
意
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
政
治
部
門
が
介
入
す
る
前
に
対
応
し
た
の
で

は
な
い
か
な
ど
、
様
々
な
議
論
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
事
例
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
成
功
例
と
結
び
つ
け
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
む
し
ろ
実
際
の

数
の
変
更
と
い
う
意
味
で
は
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
は
実
現
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
失
敗
例
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。
他
面
、
結

果
論
か
ら
す
れ
ば
、
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン

0

0

0

と
し
て
は
成
功
し
た
わ
け
で
あ
り
、
将
来
的
に
も
こ
の
種
の
プ
ラ
ン
が
提
示
さ
れ

る
可
能
性
が
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
が
バ
イ
デ
ン
政
権
（
二
〇
二
一
～
）
で
あ
る
。
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3　

バ
イ
デ
ン
政
権
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
改
革
プ
ラ
ン

（
1
）
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
保
守
化

　

二
〇
〇
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
は
、
保
守
派
が
四
人
、
保
守
的
中
道
派
が
一
人
、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
四
人
で
、
や
や

保
守
よ
り
の
陣
容
で
出
発
し
た）

11
（

。
と
こ
ろ
が
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
時
に
保
守
的
中
道
派
が
辞
任
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
一
人
が
死
去
し
、
そ

の
後
任
に
保
守
派
の
裁
判
官
を
任
命
し
た
た
め
、
二
〇
二
〇
年
以
降
は
保
守
派
が
六
人
と
な
っ
た
。
ロ
バ
ー
ツ
（John G. Roberts, 

Jr.

）
長
官
以
外
は
あ
ま
り
リ
ベ
ラ
ル
派
と
妥
協
し
な
い
顔
ぶ
れ
で
あ
り
、
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
保
守
化
が
強
ま
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、
オ
バ
マ
ケ
ア
、
中
絶
、
投
票
権
法
、
政
治
資
金
規
正
、
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン
、
信
教
の
自
由
、
銃
規
制

と
い
っ
た
よ
う
な
保
守
派
と
リ
ベ
ラ
ル
派
が
激
し
く
対
立
し
て
い
た
問
題
に
つ
き
、
連
邦
最
高
裁
は
ま
す
ま
す
保
守
的
判
断
を
下
す

よ
う
に
な
っ
た
。

　

バ
イ
デ
ン
政
権
は
そ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
べ
く
、
政
権
発
足
後
た
だ
ち
に
連
邦
最
高
裁
の
改
革
を
検
討
し
始
め
た
。

（
2
）
バ
イ
デ
ン
の
連
邦
最
高
裁
改
革
委
員
会

　

バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
二
〇
二
一
年
四
月
九
日
に
大
統
領
命
令
一
四
〇
二
三
号
（Executive O

rder 14023 of A
pril 9, 2021

）
11
（

）
を

発
し
、
大
統
領
の
諮
問
委
員
会
と
し
て
連
邦
最
高
裁
改
革
委
員
会
（Presidential Com

m
ission on the Suprem

e Court of the 

U
nited States

）
を
設
置
し
た
。

　

メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
が
著
名
な
憲
法
学
者
、
退
官
後
の
司
法
関
係
者
、
司
法
分
野
に
知
見
の
深
い
者
を
任
命
す
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り）

11
（

、
大
統
領
が
二
人
の
共
同
委
員
長
を
指
名
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る）

11
（

。

　

重
要
な
の
は
そ
の
職
務
内
容
で
あ
る
。
同
委
員
会
は
、
立
憲
主
義
に
お
け
る
連
邦
最
高
裁
の
役
割
と
運
用
お
よ
び
現
行
の
連
邦
最

高
裁
裁
判
官
の
任
命
制
度
の
機
能
に
つ
い
て
の
現
在
の
議
論
状
況
を
説
明
し
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
制
度
に
つ
い
て
こ
れ
ま
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で
に
批
判
さ
れ
た
り
提
案
さ
れ
た
り
し
た
改
革
案
の
歴
史
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
制
度
の
改
革
案
の

是
非
に
関
す
る
主
な
論
点
の
分
析
を
行
い
、
最
初
の
会
議
か
ら
一
八
〇
日
以
内
に
大
統
領
に
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

1（
（

。

　

同
委
員
会
は
二
〇
二
一
年
一
二
月
七
日
に
二
八
八
頁
に
及
ぶ
報
告
書）

11
（

を
提
出
し
た
。
そ
こ
で
は
裁
判
官
の
数
を
め
ぐ
る
問
題
も
検

討
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
歴
史
的
展
開
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
数
の
変
更
に
賛
同
的
見
解
と
批
判
的
見
解
の
両
方
を
提
示
し
て
い
る
。

歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
先
に
挙
げ
た
点
以
外
に
、
数
に
関
す
る
憲
法
修
正
に
も
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
連
邦
議
会
の
議

員
ら
が
一
九
五
〇
年
代
に
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
を
九
名
で
固
定
す
る
と
い
う
修
正
案
を
検
討
し
た
と
い
う）

11
（

。
そ
の
狙
い
は
裁
判

官
の
数
が
政
治
問
題
化
し
て
司
法
の
独
立
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
数
を
変
更
す
る
必
要
性
が
生
じ
る

可
能
性
も
あ
る
の
で
固
定
し
て
し
ま
う
の
は
賢
い
方
法
で
は
な
い
な
ど
の
批
判
も
あ
り
、
修
正
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
報
告
書
は
裁
判
官
の
数
の
増
員
に
つ
き
、
賛
成
論
と
反
対
論
を
提
示
し
て
い
る
。
賛
成
論
は
、
憲
法
一
条
の
必
要
か
つ
適

切
条
項
に
基
づ
き
、
連
邦
議
会
が
法
律
で
数
の
増
員
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
の
下
、
増
員
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
の

機
能
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
数
が
増
え
れ
ば
、
多
様
な
視
点
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
多
く
の
事
件
を
処
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。

　

一
方
、
反
対
論
は
数
の
変
更
自
体
が
政
治
に
よ
る
司
法
介
入
と
な
る
の
で
司
法
の
独
立
を
弱
め
る
こ
と
に
な
り
、
市
民
は
政
治
劇

場
化
し
た
司
法
に
対
し
て
信
頼
を
抱
か
な
く
な
る
た
め
司
法
の
正
当
性
が
弱
ま
り
、
ま
た
市
民
の
多
く
は
政
治
に
よ
る
数
の
変
更
に

否
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
民
主
的
正
当
性
も
弱
い
と
す
る）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
報
告
書
は
賛
否
両
論
を
挙
げ
た
上
で
、
ど
ち
ら
か
を
適
切
だ
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た）

11
（

。
こ
の
論
点
に
限

ら
ず
、
連
邦
最
高
裁
改
革
委
員
会
は
党
派
的
中
立
性
を
前
提
と
し
た
こ
と
も
あ
り
、
報
告
書
に
お
い
て
採
用
す
べ
き
案
を
提
示
す
る

こ
と
は
行
っ
て
い
な
い
。
同
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（K

erm
it Roosevelt Ⅲ

）
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
委
員

会
の
役
割
は
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
り
そ
の
対
応
方
法
を
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
な
結
論
を
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出
す
の
か
は
政
治
の
役
割
で
あ
る
と
し
て
い
る）

11
（

。

Ⅳ　

事
実
上
の
問
題
と
憲
法
上
の
問
題

1　

事
実
上
の
問
題

　

連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数
が
こ
こ
ま
で
問
題
に
な
る
の
は
、
良
く
も
悪
く
も
、
連
邦
最
高
裁
が
司
法
積
極
主
義
的
傾
向
に
あ
り）

11
（

、

そ
し
て
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
判
断
を
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
部
門
か
ら
す
れ
ば
、
司
法
は

民
主
的
正
当
性
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
策
を
妨
害
す
る
存
在
と
し
て
映
る
わ
け
で
あ
り
、
態
度
変
更
を
求
め
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
政
治
部
門
が
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
を
実
践
し
た
の
は
再
建
期
コ
ー
ト
パ
ッ

キ
ン
グ
の
と
き
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
時
期
に
も
政
治
部
門
が
司
法
を
批
判
し
、
そ
の
態
度
変
更
を
求
め
た
時
期
は
あ
っ
た
が
、

コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
政
治
部
門
は
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
を
実
行
に
移
し
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
憲
法
慣
習
が
存
在
し
て
き
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

11
（

。

　

ま
た
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
よ
う
な
圧
力
が
な
く
て
も
、
司
法
の
党
派
的
陣
容
は
自
然
と
変
遷
し
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
以
降
、
連
邦
最
高
裁
は
リ
ベ
ラ
ル
系
裁
判
官
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、
一
時
は
七
対
二
で
リ

ベ
ラ
ル
派
が
席
捲
し
、
そ
の
優
位
は
揺
る
が
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
裁
判
官
の
交
代
を
経
て
い
く
う
ち
に

保
守
的
裁
判
官
が
増
え
、
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
で
は
六
対
三
と
な
り
、
保
守
派
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
。
裁
判
官
の
死
亡
に
伴
う
交
代

は
偶
然
の
産
物
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
司
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
維
持
さ
れ
て
き
た
と
も
い
え
る
。

　

ま
た
、
裁
判
官
が
常
に
任
命
し
た
大
統
領
の
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
親
和
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
共
和
党
の
フ
ォ
ー
ド



（5

裁判官の数をめぐる司法と政治

（Gerald Ford

）
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
裁
判
官
が
リ
ベ
ラ
ル
派
の
裁
判
官
と
し
て
活
躍
し
た
り
、
共
和
党
の

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
任
命
さ
れ
た
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
が
中
道
派
の
裁
判
官
の
役
割
を
担
っ
た
り
す
る
な
ど
、
裁
判
官
が
任
命
後
に
大

統
領
の
思
惑
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
を
と
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。

　

憲
法
が
定
め
る
任
命
プ
ロ
セ
ス
は
上
院
の
承
認
を
求
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
方
の
党
派
に
偏
ら
な
い
人
物
を
任
命
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
実
際
、
上
院
が
党
派
色
の
濃
い
人
物
を
拒
否
し
た
ケ
ー
ス
も
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
状
況
次
第

で
は
党
派
的
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
機
会
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
司
法
の
党
派
的
偏
向
は
い
ず
れ
解
消
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
て
時
の
流
れ
に

任
せ
た
方
が
い
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
政
治
部
門
が
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
っ
て
司
法
に
介
入
す
る
こ
と
は

様
々
な
憲
法
問
題
を
惹
起
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

2　

憲
法
上
の
問
題

　

コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
は
政
治
的
意
図
に
基
づ
い
て
司
法
動
向
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
政
治
に

よ
る
司
法
介
入
で
あ
り
、
司
法
権
や
権
力
分
立
と
の
関
係
で
問
題
が
出
て
く
る）

11
（

。

　

司
法
は
、
政
治
か
ら
独
立
し
て
公
正
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
か
つ
て
ハ
ミ
ル
ト
ン
（A

lexander H
am

ilton

）
は

司
法
の
脆
さ
、
自
由
の
保
障
、
憲
法
の
保
障
な
ど
を
理
由
に
司
法
の
独
立
の
必
要
性
を
語
っ
た）

1（
（

。
す
な
わ
ち
、
司
法
は
剣
も
財
布
も

持
た
な
い
が
ゆ
え
に
他
権
か
ら
独
立
す
る
必
要
が
あ
り
、
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
制
限
す
る
政
治
か
ら
独
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
権
力
統
制
を
は
か
る
憲
法
を
守
る
た
め
に
は
司
法
が
権
力
行
使
の
主
な
担
い
手
で
あ
る
政
治
部
門
か
ら
独
立
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
裁
判
官
も
か
か
る
指
摘
を
踏
ま
え
て
独
立
し
た
公
正
な
判
断
を
行
う
必
要
が

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
現
役
裁
判
官
も
こ
う
し
た
要
請
を
踏
ま
え
て
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る）

11
（

。
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こ
の
よ
う
な
司
法
の
特
性
を
踏
ま
え
た
と
き
、
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
は
司
法
の
独
立
を
侵
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

11
（

。

そ
れ
は
政
治
が
司
法
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
司
法
が
攻
撃
さ
れ
て
い
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
立
法
府
に
よ
る
司
法

介
入
と
い
う
側
面
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
権
力
分
立
上
の
問
題
も
出
て
く
る
。
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
そ
れ
自
体
は
司
法
権
を
簒
奪
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
司
法
権
を
制
限
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
の
狙
い
が
司
法
判
断
の
転
換
に
あ
る
以
上
、
機
能
的
ア
プ

ロ
ー
チ）

11
（

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
司
法
権
の
コ
ア
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
仮
に
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
が
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
立
法
府
が
法
律
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
数

を
変
え
る
こ
と
自
体
は
認
め
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
よ
う
な
不
当
な
動
機
に
基
づ
く
場
合
に
の

み
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
法
改
正
の
目
的
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
立
法
府
は
違
憲
と
な
る
の
を

免
れ
る
た
め
に
真
の
動
機
を
隠
す
可
能
性
が
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
平
等
分
野
を
中
心
に
不
当
な
動
機
を
持
つ
法
律
を
違
憲
と
す
る

こ
と
が
あ
り）

11
（

、
た
と
え
ばU

nited States v. W
indsor

判
決）

11
（

で
は
州
が
管
轄
し
て
き
た
婚
姻
事
項
に
つ
い
て
連
邦
法
が
突
然
介
入

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
す
る
差
別
と
い
う
動
機
を
は
ら
ん
で
い
る
と
し
て
違
憲
判
断
を
下
し
た
こ
と
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
法
律
の
動
機
を
炙
り
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
手
法
は
む
し
ろ
不
当
な
立
法
へ
の
介
入
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。

　

ま
た
、
法
律
と
し
て
成
立
し
た
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
プ
ラ
ン
に
対
し
て
違
憲
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
、
誰
が
訴
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
と
い
う
当
事
者
適
格
の
問
題
も
生
じ
る
。
さ
ら
に
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
が
違
憲
に
な
る
と
す
れ
ば
、
再
建
期
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン

グ
は
違
憲
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
の
判
例
法
理
は
違
憲
な
構
成
の
裁
判
官
ら
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
に
は
違
憲
の
疑
い
が
生
じ
う
る
も
の
の
、
当
事
者
適
格
や
判
断
方
法
、
さ
ら
に
は
再
建
期

コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
扱
い
な
ど
、
様
々
な
検
討
事
項
が
残
る
。
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憲
法
的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル

　

こ
れ
ま
で
司
法
と
政
治
が
し
ば
し
ば
対
立
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
期
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
よ
う
な
プ
ラ
ン

が
現
実
味
を
帯
び
る
ほ
ど
深
刻
な
事
態
は
生
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
強
行
的
な
裁
判
官
任
命
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

と
い
う
経
緯
が
あ
り
、
党
派
色
の
濃
い
人
物
を
任
命
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
上
院
の
反
対
に
あ
う
な
ど
、
任
命
プ
ロ
セ
ス
に
お
け

る
バ
ラ
ン
ス
が
機
能
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
ま
で
は
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
任
命
が
フ
ィ
リ
バ
ス

タ
ー
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
議
決
に
進
む
た
め
に
は
六
割
の
議
席
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
政
権
が
上
院
の
過
半
数
を

握
っ
て
い
て
も
承
認
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
政
権
が
上
院
の
六
割
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
あ
る

程
度
野
党
側
の
賛
同
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
強
引
な
任
命
が
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
オ
バ
マ
（Barack O

bam
a

）
政
権
が
上
院
規
則
を
変
更
し
て
政
府
高
官
人
事
の
た
め
に
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
の
対
象
を

緩
和
す
る
と
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
も
そ
の
対
象
か
ら
外
し
た
。
そ
の
結
果
、
政
権
は
上
院
の
過
半
数
さ
え
得
て

い
れ
ば
党
派
色
の
濃
い
人
物
を
任
命
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
司
法
内
部
に
お
け
る
党
派
的
対
立
が
鮮
明
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

上
院
規
則
の
変
更
は
上
院
の
過
半
数
で
決
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
政
権
に
お
い
て
も
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
の
緩
和
を
実

行
す
る
こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
核
ボ
タ
ン
と
も
呼
ば
れ
、
使
っ
て
は
な
ら
な
い
最
終
兵
器
と
い
う
扱
い
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
実
行
さ
れ
た
た
め
、
司
法
と
政
治
の
関
係
は
抜
き
差
し
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　

連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
人
事
に
関
す
る
事
項
を
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
自
体
は
違
憲
で
は
な
い
。
し
か
し
、
任

命
に
お
い
て
党
派
色
が
濃
く
な
っ
て
司
法
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
憲
法
上
望
ま

し
い
と
は
い
え
な
い
。

　

ま
た
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
人
事
を
め
ぐ
っ
て
政
治
的
調
整
が
つ
か
な
い
と
き
は
、
休
会
任
命
に
よ
っ
て
一
時
的
に
裁
判
官
を
任

命
し
て
対
応
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
裁
判
官
の
正
当
性
と
い
う
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
一
時
的
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
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る
種
の
妥
協
的
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
核
ボ
タ
ン
が
押
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
休
会
任
命
を
用
い
ず

と
も
強
行
に
任
命
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
司
法
と
政
治
を
通
し
た
党
派
的
対
立
が
激
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
違
憲
と
は
い
え
な
い
も
の
の
憲
法
上
の
疑
義
が
生
じ
う
る
問
題
を
、
タ
シ
ュ
ネ
ッ
ト
（M

ark T
ushnet

）
は
憲
法

的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル
と
呼
ぶ）

11
（

。
憲
法
的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル
は
、
た
だ
ち
に
そ
れ
が
憲
法
条
文
に
反
す
る
と
断
言
で
き
な
い
が
、
民
主
政
の

基
盤
と
な
る
制
度
な
ど
を
崩
壊
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
指
し
、
そ
れ
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
人
事
を
め
ぐ
る
問
題

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
司
法
権
な
ど
の
憲
法
条
文
を
侵
害
す
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
党
派
色
を
前
面
に
出

し
な
が
ら
制
度
改
革
を
行
い
、
こ
れ
ま
で
の
権
力
分
立
上
の
バ
ラ
ン
ス
や
司
法
と
政
治
の
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
コ
ー
ト
パ
ッ
キ
ン
グ
の
試
み
や
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
人
事
の
フ
ィ
リ
バ
ス
タ
ー
除
外
は
憲
法
的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル
に

該
当
す
る）

11
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
裁
判
官
人
事
を
め
ぐ
る
制
度
改
革
が
憲
法
的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
課

題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
や
む
を
え
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る）

11
（

。
さ
ら
に
は
、
む
し
ろ
司
法
の
党
派
性
は
所
与
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル
の
懸
念
よ
り
も
、
司
法
内
に
お
け
る
党
派
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る

と
の
指
摘
も
あ
る）

11
（

。

　

憲
法
的
ハ
ー
ド
ボ
ー
ル
が
た
だ
ち
に
違
憲
な
行
為
と
断
言
で
き
な
い
も
の
と
は
い
え
、
そ
れ
は
決
し
て
望
ま
し
い
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
司
法
内
部
で
改
善
案
を
検
討
し
な
が
ら
司
法
の
独
立
を
確
保
し
つ
つ
、

バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
方
法
を
模
索
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
ろ
う）

1（
（

。
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後　

序

　

エ
ピ
グ
ラ
フ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
建
国
当
初
か
ら
司
法
は
党
派
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
、
時
に
裁
判
官
は
渦
中
の
人
と
な
っ
て
き
た
。

裁
判
官
人
事
が
党
派
色
を
帯
び
る
の
も
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
と
は
い
え
、
政
治
的
理
由
に
基
づ
く
裁
判
官
の
数
の
改

革
は
憲
法
秩
序
を
歪
め
る
危
う
さ
を
は
ら
む
。

　

奇
し
く
も
二
〇
二
一
年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
の
巻
頭
論
文
の
タ
イ
ト
ル
は
「
レ
ジ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
」（Regim

e 

Change

）
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
こ
で
い
う
レ
ジ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
は
体
制
転
換
ほ
ど
大
き
な
事
態
で
は
な
い
が
、
個
々
の
政
権
交
代
ほ

ど
小
さ
な
も
の
で
も
な
く
、
政
権
交
代
や
各
機
関
の
行
動
を
通
じ
て
法
や
政
治
の
変
化
や
秩
序
形
成
を
動
態
的
に
探
る
も
の
で
あ
る
。

著
者
で
あ
る
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（Cristina M

. Rodríguez

）
の
意
図
は
さ
て
お
き
、
か
か
る
分
析
は
裁
判
官
の
数
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ

い
て
も
、
裁
判
官
個
人
の
党
派
性
の
み
な
ら
ず
、
大
統
領
、
連
邦
議
会
、
連
邦
最
高
裁
の
三
者
の
行
動
や
法
制
度
に
つ
き
、
憲
法
規

範
に
照
ら
し
な
が
ら
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

そ
れ
は
、「
司
法
政
治
」
と
「
法
と
政
治
」
を
架
橋
す
る
「
司
法
と
政
治
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
環
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
違

憲
・
合
憲
の
紋
切
り
型
の
枠
を
超
え
た
、
よ
り
良
い
憲
法
秩
序
を
模
索
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
あ
る
。

（
1
）　Frank B. Cross, T

he Ideology of Suprem
e Court O

pinions and Citations, 9（  I O
W
A L. R

EV. 693, 695 （2012

）. 

連
邦
最

高
裁
裁
判
官
が
ど
こ
ま
で
党
派
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
一
般
に
は
、

「
今
日
、
連
邦
最
高
裁
の
意
見
は
、
か
な
り
の
部
分
が
法
よ
り
も
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
学
者
の

間
で
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
2
）　M

ichael M
iller and Sam

uel A
. T

hum
m

a, It

’s N
ot H

eads or T
ails: Should Scotus H

ave an E
ven or O

dd N
um

ber 
of Justices?, 31  S. C

A
L. I N

T
ERD

IS. L.J. 1  （2021

）.
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（
3
）　

ト
ラ
ン
プ
政
権
（
二
〇
一
七
年
～
二
〇
二
一
年
）
の
前
ま
で
は
保
守
四
、
保
守
的
中
道
一
、
リ
ベ
ラ
ル
四
の
割
合
で
あ
っ
た
が
、
裁

判
官
の
交
代
に
伴
っ
て
、
保
守
六
、
リ
ベ
ラ
ル
三
の
割
合
と
な
っ
た
。

（
4
）　Stephen M

. Feldm
an, Fighting the T

ofu: Law
 and Politics in Scholarship and A

djudication, 1 4 C
A
RD
O
ZO P

U
B. L. 

P
O
L

’Y &
 E
T
H
ICS J. 91  （2015

）.
（
5
）　Robert Post, T

heorizing D
isagreem

ent: R
econceiving the R

elationship Betw
een Law

 and Politics, 9（  C
A
LIF. L. 

R
EV. 1319, 1345 （2010

）.

（
6
）　Stephen M

. Feldm
an, Suprem

e Court A
lchem

y: T
urning Law

 and Politics into M
ayonnaise, 1 2 G

EO. J.L. &
 P
U
B. 

P
O
L

’Y 5（, 5 （ （2014
）.

（
（
）　Bryan D

. Lam
m

on, W
hat W

e T
alk A

bout W
hen W

e T
alk A

bout Ideology: Judicial Politics Scholarship and 
N

aïve Legal R
ealism

, （3  S
T. J O

H
N

’S L. R
EV. 231, 243

―250 （2009

）.

（
（
）　A

dam
 B. Cox and T

hom
as J. M

iles, Judging the V
oting R

ights A
ct, 10（ C

O
LU
M. L. R

EV. 1, 19 

―20  （200（

）.

（
9
）　See, e.g., Richard L. Revesz, Congressional Influence on Judicial Behavior? A

n E
m

pirical E
xam

ination of 
Challenges to A

gency A
ction in the D

.C. Circuit, （6  N
.Y

.U
. L. R

EV. 1100 （2001

）.

（
10
）　Eric A

. Posner &
 A

drian V
erm

eule, Inside or O
utside the System

?, （0  U
. C
H
I. L. R

EV. 1（43, 1（54

―1（56 （2013

）.

（
11
）　U

.S. C
O
N
ST. A

rt. II, §
 2, cl. 2.

（
12
）　

連
邦
最
高
裁
裁
判
官
の
指
名
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
ボ
ブ
・
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
／
ス
コ
ッ
ト
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ

（
中
村
保
男
訳
）『
ブ
レ
ザ
レ
ン
―
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
男
た
ち
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
13
）　

た
と
え
ば
、
Ｇ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
（George W

. Bush
）
大
統
領
は
オ
コ
ナ
ー
（Sandra D

. O

’Connor

）
裁
判
官
の
後
任
に
当

初
マ
イ
ヤ
ー
ズ
（H

arriet M
iers

）
を
指
名
し
た
が
、
裁
判
官
の
経
験
が
な
い
こ
と
や
政
権
と
の
近
接
性
を
理
由
に
強
く
批
判
さ
れ
、

大
統
領
は
そ
の
後
指
名
を
撤
回
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

（
14
）　T

he Judiciary A
ct of 1（（9, 1  Stat. （3.

（
15
）　W

ythe H
olt, 

“To E
stablish Justice: Politics, the Judiciary A

ct of 1789, and the Invention of the Federal Courts, 
19（9 D

U
K
E L.J. 1421, 14（3 （19（9

）.
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（
16
）　Id. at 14（（.

（
1（
）　Paul T

aylor, Congress

’s Pow
er to R

egulate the Federal Judiciary: W
hat the First Congress and the First 

Federal Courts Can T
each T

oday

’s Congress and Courts, 3（  P
EPP. L. R

EV. （4（ （2010

）.

（
1（
）　H

enry J. Bourguignon, T
he Federal K

ey to the Judiciary A
ct of 1789, 46  S.C. L. R

EV. 64（, 695 

（1995

）. 

な
お
、
定

足
数
は
四
名
と
さ
れ
た
。

（
19
）　M

arbury v. M
adison, 5  U

.S. （1  Cranch

） 13（ （1（03

）.

（
20
）　Judiciary A

ct of 1（01, 2  Stat. （9.

（
21
）　Jed Glickstein, A

fter M
idnight: T

he Circuit Judges and the R
epeal of the Judiciary A

ct of 1801, 24  Y
A
LE J.L. &

 
H
U
M
A
N. 543, 550

―551 （2012
）.

（
22
）　A

ct of M
ar. （, 1（02, ch. （, 2  Stat. 132.

（
23
）　Seventh Circuit A

ct of 1（0（, 2  Stat. 420.

（
24
）　Philip S. Bonforte, Pushing Boundaries: T

he R
ole of Politics in D

istricting the Federal Circuit System
, 6  S

ET
O
N 

H
A
LL C

IR. R
EV. 29, 3 4

―35  （2009

）.

（
25
）　

な
お
、
同
数
の
場
合
は
原
審
の
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
26
）　Eric J. Segall, E

ight Justices A
re E

nough: A
 Proposal to Im

prove the U
nited States Suprem

e Court, 45  P
EPP. L. 

R
EV. 54（, 553

―555 

（201（

）. 

こ
の
点
に
つ
き
、
党
派
性
が
公
平
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
偶
数
に
す
れ
ば
、
司
法
判
断
の
党
派
色
が
弱
ま

る
よ
う
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
2（
）　Bonforte, supra note 24, at 35.

（
2（
）　

一
八
〇
三
年
に
オ
ハ
イ
オ
が
州
に
昇
格
し
た
後
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
（
一
八
一
二
年
）、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
（
一
八
一
六
年
）、
ミ
シ

シ
ッ
ピ
州
（
一
八
一
七
年
）、
イ
リ
ノ
イ
州
（
一
八
一
八
年
）、
ア
ラ
バ
マ
州
（
一
八
一
九
年
）、
メ
ー
ン
州
（
一
八
二
〇
年
）、
ミ
ズ
ー
リ

州
（
一
八
二
一
年
）、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
（
一
八
三
六
年
）、
ミ
シ
ガ
ン
州
（
一
八
三
七
年
）
が
成
立
し
て
い
る
。

（
29
）　Eighth and N

inth Circuits A
ct of 1（3（, 5  Stat. 1（6.

（
30
）　D

red Scott v. Sandford, 60  U
.S. （19  H

ow
.

） 393 （1（5（

）.
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（
31
）　T

enth Circuit A
ct of 1（63, 12  Stat. （94.

（
32
）　Charles M

. Leedom
, Jr., Constrained Suprem

e Court E
xpansion: A

 Plan for R
em

ediating the E
ffects of M

itch 
M

cConnell

’s N
orm

-busting 

“Advice and Consent

” Procedures, 4（  O
H
IO N

.U
.L. R

EV. 293, 309 （2021

）.
（
33
）　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
も
と
も
と
南
部
の
民
主
党
の
上
院
議
員
で
あ
っ
た
が
、
南
部
諸
州
が
連
邦
を
離
脱
し
た
際
、
当
該
地
域
の
上
院
議
員

が
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
き
に
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
脱
退
に
反
対
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
リ

ン
カ
ー
ン
大
統
領
に
評
価
さ
れ
て
副
大
統
領
に
選
ば
れ
た
。
そ
の
た
め
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
南
北
戦
争
後
に
南
部
の
連
邦
復
帰
を
進
め
よ
う

と
し
た
の
だ
っ
た
が
、
妥
協
し
な
い
共
和
党
の
強
硬
派
と
衝
突
し
た
。

（
34
）　Ex parte M

illigan, （1  U
.S. 2  （1（66

）.

（
35
）　Bonforte, supra note 24, at 39.

（
36
）　Judicial Circuits A

ct of 1（66, 14  Stat. 209.

（
3（
）　

な
お
、
減
数
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
職
の
裁
判
官
を
辞
任
さ
せ
て
数
を
減
ら
す
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
が
辞
任
し
て
七
人
に
な
る
ま

で
は
後
任
を
補
充
し
な
い
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。

（
3（
）　Bonforte, supra note 24, at 40.

（
39
）　T

he Judiciary A
ct of 1（69, 16  Stat. 44.

（
40
）　M

atthew
 M

adden, A
nticipated Judicial V

acancies and the Pow
er to N

om
inate, 93  V

A. L. R
EV. 1135, 1159 （200（

）.

（
41
）　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
大
林
啓
吾
「
憲
法
と
法
貨
―
―
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
司
法
と
政
治
の
関
係
」
林
康
史
編
『
貨

幣
と
通
貨
の
法
文
化
』
二
五
三
頁
（
国
際
書
院
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
42
）　H

epburn v. Grisw
old, 5  U

.S. 603 （1（（0

）.

（
43
）　Legal T

ender Cases, （ 9 U
.S. 45（ （1（（1

）.

（
44
）　Circuit Court of A

ppeals （Evarts

） A
ct, ch. 51（, 3, 26  Stat. （26 （1（91

）.

（
45
）　

重
村
博
美
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
制
度
の
展
開
と
法
の
支
配
」
近
大
法
学
四
九
巻
四
号
五
九
頁
、
六
一
頁
（
二

〇
〇
二
年
）。
法
人
に
よ
る
訴
訟
の
増
加
も
背
景
に
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。

（
46
）　

法
案
提
出
を
主
導
し
た
エ
バ
ー
ツ
（W

illiam
 M

. Evarts

）
上
院
議
員
の
名
を
と
っ
て
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
。
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（
4（
）　Joshua Glick, O

n the R
oad: T

he Suprem
e Court and the H

istory of Circuit R
iding, 2 4 C

A
RD
O
ZO L. R

EV. 1（53, 
1（26

―1（29 （2003

）.
（
4（
）　A

ct of February 13, 1925, Pub. L. N
o. 6（-415, 43  Stat. 936.

（
49
）　

宮
城
啓
子
『
裁
量
上
告
と
最
高
裁
判
所
の
役
割
―
―
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
と
ヘ
ビ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
―
―
』
二
七
―
二
八
頁
（
千
倉

書
房
、
一
九
九
八
年
）。

（
50
）　Judicial Code of 1911, ch. 231, 36  Stat. 10（（.

（
51
）　

現
在
、
一
八
六
九
年
裁
判
所
法
は
合
衆
国
法
典
第
二
八
編
（2（  U

.S.C. §
 1 

）
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、「
合
衆
国
最
高
裁
は
一
人
の

長
官
と
八
人
の
陪
席
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
定
足
数
は
六
人
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）　Joshua Braver, Court-Packing: A

n A
m

erican T
radition?, 61  B.C. L. R

EV. 2（4（ （2020

）.

（
53
）　A

.L.A
. Schechter Poultry Corp. v. U

nited States, 295 U
.S. 495 （1935

）.

（
54
）　U

nited States v. Butler, 29（ U
.S. 1  （1936

）.

（
55
）　See generally Barry Cushm

an, R
ethinking the N

ew
 D

eal Court, （0  V
A. L. R

EV. 201, 20（

―23（ （1994

）.

（
56
）　W

est Coast H
otel Co. v. Parrish, 300 U

.S. 3（9 （193（

）.

（
5（
）　

保
守
派
は
、
ロ
バ
ー
ツ
、
ス
カ
リ
ア
（A

ntonin Scalia

）、
ト
ー
マ
ス
（Clarence T

hom
as

）、
ア
リ
ー
ト
（Sam

uel A
. A

lito, 
Jr.

）
で
、
中
道
派
が
ケ
ネ
デ
ィ
（A

nthony K
ennedy

）、
リ
ベ
ラ
ル
派
が
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
（John P. Stevens

）、
ス
ー
タ
ー

（D
avid Souter

）、
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
（Ruth Bader Ginsburg

）、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
（Stephen Breyer

）
で
あ
っ
た
。

（
5（
）　Executive O

rder on the Establishm
ent of the Presidential Com

m
ission on the Suprem

e Court of the U
nited 

States, （6  F. R. 19569.

（
59
）　2 （b

）.

（
60
）　2 （c

）.

（
61
）　3 （a

） （i

） 

― （iii

） and （c

）.

（
62
）　F

IN
A
L R

EPO
RT, P

RESID
EN
T
IA
L C

O
M
M
ISSIO

N O
N T

H
E S

U
PREM

E C
O
U
RT O

F T
H
E U

N
IT
ED S

T
A
T
ES 

（D
ecem

ber （, 2021

）

［hereinafter F
IN
A
L R

EPO
RT

］.
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（
63
）　Id. at （2.

（
64
）　Id. at （（-（9. 

ま
た
、
報
告
書
は
、
比
較
法
的
に
み
て
も
、
最
高
裁
ま
た
は
憲
法
裁
裁
判
所
の
裁
判
官
の
数
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
一

人
、
イ
ギ
リ
ス
や
ス
ペ
イ
ン
が
一
二
人
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
一
四
人
、
イ
タ
リ
ア
や
日
本
が
一
五
人
、
ド
イ
ツ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
一

六
人
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
一
八
人
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
九
人
と
い
う
数
は
少
な
い
部
類
に
入
る
こ
と
を
示
す
表
を
付
け
て
い
る
。

（
65
）　Id. at （9 

―（3.

（
66
）　Id. at （3 

―（4.

（
6（
）　K

erm
it Roosevelt Ⅲ

, Court R
eform

 and the Biden Com
m

ission, 2022 H
A
RV. L.J. &

 P
U
B. P

O
L

’Y P
ER C

U
RIA
M 5.

（
6（
）　

こ
こ
で
い
う
司
法
積
極
主
義
は
違
憲
判
断
に
躊
躇
し
な
い
姿
勢
を
指
す
。
裁
判
官
の
中
に
は
司
法
消
極
主
義
を
提
唱
し
た
り
、
連
邦

最
高
裁
自
身
も
謙
抑
的
姿
勢
を
示
す
こ
と
も
あ
る
が
、
総
じ
て
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
の
姿
勢
は
司
法
積
極
主
義
的
で
あ
る
。

（
69
）　Curtis A

. Bradley and N
eil S. Siegel, H

istorical G
loss, Constitutional Conventions, and the Judicial Separation 

of Pow
ers, 105 G

EO. L.J. 255 （201（

）. 

た
だ
し
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
憲
法
違
反
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

（
（0
）　M

arin K
. Levy, Packing and U

npacking State Courts, 61  W
M. &

 M
A
RY L. R

EV. 1121 

（2020

）. 

こ
の
問
題
に
は
、「
べ

き
」（should

）
論
の
問
題
と
「
で
き
る
」（can

）
論
の
問
題
と
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
（1
）　

Ａ
．
ハ
ミ
ル
ト
ン
／
Ｊ
．
ジ
ェ
イ
／
Ｊ
．
マ
デ
ィ
ソ
ン
（
齋
藤
眞
・
武
則
忠
見
訳
）『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
三
七
六
―
三
八
三

頁
（
福
村
出
版
、
一
九
九
八
年
）。

（
（2
）　Stephen B

reyer, Fair and Independent C
ourts: A

 C
onference on the State of the Judiciary: Judicial 

Independence: R
em

arks by Justice Breyer, 95  G
EO. L.J. 903 （200（

）.

（
（3
）　T

ara Leigh Grove, T
he O

rigins （and Fragility
） of Judicial Independence, （ 1 V

A
N
D. L. R

EV. 465, 540-541 （201（

）.

（
（4
）　

大
林
啓
吾
「
権
力
分
立　

統
治
機
構
論
の
現
代
的
意
義
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
八
号
一
八
頁
、
一
九
頁
（
二
〇
一
二
年
）。

（
（5
）　W
ILLIA

M D
. A
RA
IZA, A

 S
H
O
RT I N

T
RO
D
U
CT
IO
N T

O B
IA
S IN T

H
E L

A
W 1 

―（  （201（

）.

（
（6
）　U

nited States v. W
indsor, 5（0 U

.S. （44 （2013

）.

（
（（
）　M

ark T
ushnet, Constitutional H

ardball, 3（  J. M
A
RSH

A
LL L. R

EV. 523 （2004

）.

（
（（
）　Josh Chafetz &

 D
avid E. Pozen, H

ow
 Constitutional N

orm
s Break D

ow
n, 65  U

CLA
 L. R

EV. 1430 （201（

）.
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（
（9
）　Johnna F. Purcell, A

 Sw
itch in T

im
e to D

estroy N
ine, 3 0 C

O
RN
ELL J. L. &

 P
U
B. P

O
L

’Y 611 （2021

）.
（
（0
）　A

aron Belkin, Court E
xpansion and the R

estoration of D
em

ocracy: T
he Case for Constitutional H

ardball, 2019 
P
EPP. L. R

EV. 1 9 （2020

）.

（
（1
）　Charles Gardner Geyh, Judicial Independence at T

w
ilight, （1  C

A
SE W

. R
ES. L. R

EV. 1045 （2021

）.

（
（2
）　Cristina M

. Rodríguez, Forew
ord: R

egim
e Change, 135 H

A
RV. L. R

EV. 1  （2021

）.


